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○長野県附属機関条例 

令和２年３月19日条例第３号 

改正 

令和３年３月25日条例第３号 

令和５年12月25日条例第26号 

長野県附属機関条例をここに公布します。 

長野県附属機関条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、法律若しくはこれに基づく命令又は他の条例で定めるものを除くほか、地方自

治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項及び第202条の３第１項の規定により、執行機関の

附属機関の設置並びにその組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（設置及び担任事務） 

第２条 執行機関の附属機関として、別表の第１欄に掲げる機関を置き、その担任する事務は、同表

の第２欄に掲げるとおりとする。 

２ 前項に定めるもののほか、執行機関は、災害、事故その他臨時又は緊急に生じた行政課題への対

処に当たり技術的及び専門的事項に関し審議、調査等を行う必要がある場合には、当該執行機関の

定めるところにより、１年を超えない範囲内の期間に限り、附属機関を置くことができる。この場

合において、当該附属機関に関し必要な事項は、この条例の規定に準じて、執行機関の規則で定め

る。 

（組織） 

第３条 附属機関は、別表の第３欄に掲げる者のうちから執行機関が任命する委員により構成し、同

表の第４欄に掲げる人数で組織する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、別表の第５欄に掲げるとおりとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

（会長等） 

第５条 附属機関に会長又は委員長（以下この条及び次条第１項において「会長等」という。）を置

き、委員が互選する。この場合において、長野県職業能力開発審議会、長野県労働問題審議会及び

長野県都市計画審議会にあっては、学識経験者である委員のうちから選挙する。 

２ 会長等は、会務を総理し、当該附属機関を代表する。 

３ 会長等に事故があるときは、あらかじめ会長等が指名した委員が、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 会議は、会長等が招集し、会長等が議長となる。 

２ 附属機関は、委員及び議事に関係のある専門委員その他の臨時の委員の過半数が出席しなければ、

会議を開くことができない。 

３ 前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる附属機関は、同表の右欄に掲げる人数の委員が

出席しなければ、会議を開くことができない。 

左欄 右欄 

感染症診査協議会 感染症指定医療機関の医師である委員又は感染症の患者の

医療に関する学識経験者である委員２人以上及び医療に関

する学識経験者以外の学識経験者である委員１人以上 

長野県労働問題審議会 労働者を代表する委員、使用者を代表する委員及び学識経

験者である委員各２人以上 

長野県総合評価技術委員会 委員２人以上 

長野県都市計画審議会 委員及び議事に関係のある専門委員その他の臨時の委員の

半数以上 

長野県開発審査会 会長（会長に事故があるときは、その職務を代理する者）

のほか、委員の過半数 

参考① 
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４ 附属機関の議事は、出席した委員及び議事に関係のある専門委員その他の臨時の委員の過半数で

決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

５ 前項の規定にかかわらず、長野県土地利用審査会の議事のうち、国土利用計画法（昭和49年法律

第92号）第12条の規定による規制区域の指定若しくは指定の解除又はその区域の減少に係る確認に

あっては、委員総数の過半数で決する。 

（部会） 

第７条 附属機関に、執行機関が定めるところにより、部会その他の合議制の組織を置くことができ

る。 

（専門委員） 

第８条 附属機関に、執行機関が定めるところにより、専門委員その他の臨時の委員（次条において

「専門委員等」という。）を置くことができる。 

（幹事） 

第９条 附属機関に、執行機関が定めるところにより、幹事その他の委員及び専門委員等を補佐する

職を置くことができる。 

（補則） 

第10条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該附属機関

を設置した執行機関が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（長野県水防協議会条例等の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

(１) 長野県水防協議会条例（昭和24年長野県条例第45号） 

(２) 長野県青少年問題協議会条例（昭和28年長野県条例第46号） 

(３) 長野県労働問題審議会条例（昭和31年長野県条例第64号） 

(４) 長野県中小企業振興審議会条例（昭和31年長野県条例第65号） 

(５) 長野県職業能力開発審議会条例（昭和34年長野県条例第３号） 

(６) 長野県観光振興審議会条例（昭和34年長野県条例第35号） 

(７) 長野県地方薬事審議会条例（昭和37年長野県条例第13号） 

(８) 長野県スポーツ推進審議会条例（昭和37年長野県条例第21号） 

(９) 長野県固定資産評価審議会条例（昭和37年長野県条例第40号） 

(10) 長野県行政機構審議会条例（昭和39年長野県条例第92号） 

(11) 長野県特別職報酬等審議会条例（昭和39年長野県条例第93号） 

(12) 長野県地方精神保健福祉審議会条例（昭和40年長野県条例第47号） 

(13) 長野県総合計画審議会条例（昭和42年長野県条例第30号） 

(14) 長野県都市計画審議会条例（昭和44年長野県条例第22号） 

(15) 長野県住宅審議会条例（昭和44年長野県条例第23号） 

(16) 長野県開発審査会条例（昭和45年長野県条例第18号） 

(17) 長野県障がい者施策推進協議会条例（昭和46年長野県条例第29号） 

(18) 長野県土地利用審査会条例（昭和49年長野県条例第28号） 

(19) 長野県生涯学習審議会条例（平成３年長野県条例第７号） 

(20) 感染症診査協議会条例（平成11年長野県条例第12号） 

(21) 長野県生活衛生適正化審議会条例（平成11年長野県条例第50号） 

(22) 長野県国民保護協議会条例（平成17年長野県条例第５号） 

(23) 長野県障害者介護給付費等不服審査会条例（平成18年長野県条例第10号） 

(24) 長野県人権政策審議会条例（平成19年長野県条例第34号） 

(25) 地方独立行政法人長野県立病院機構評価委員会条例（平成21年長野県条例第17号） 

(26) 長野県障害児通所給付費等不服審査会条例（平成24年長野県条例第15号） 

(27) 長野県幼保連携型認定こども園審議会条例（平成26年長野県条例第46号） 

(28) 公立大学法人長野県立大学評価委員会条例（平成29年長野県条例第37号） 
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（経過措置） 

３ この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の同項に掲げる条例及び附則第６項の規定によ

る改正前の長野県建築基準条例（昭和46年長野県条例第40号）の規定に基づき置かれている附属機

関（次項において「従前の附属機関」という。）は、この条例の規定に基づく相当の附属機関とな

り、同一性をもって存続するものとする。 

４ この条例の施行の際現に任命されている従前の附属機関の委員その他の構成員は、この条例の規

定に基づき任命されたものとみなし、その任期は、第４条の規定にかかわらず、その者の従前の附

属機関の委員その他の構成員としての残任期間と同一の期間とする。 

（特別職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

５ 特別職の職員の給与に関する条例（昭和27年長野県条例第10号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

（長野県建築基準条例の一部改正） 

６ 長野県建築基準条例の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（令和３年３月25日条例第３号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に長野県固定資産評価審議会の委員である者の任期については、なお従前

の例による。 

附 則（令和５年12月25日条例第26号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（長野県附属機関条例の一部改正に伴う経過措置） 

16 この条例の施行の際現に任命されている前項の規定による改正前の長野県附属機関条例の規定に

基づく長野県スポーツ推進審議会（以下この項において「旧審議会」という。）の委員は、前項の

規定による改正後の長野県附属機関条例の規定に基づき任命されたものとみなし、その任期は、同

条例第４条の規定にかかわらず、その者の旧審議会の委員としての残任期間と同一の期間とする。 

（別表）（第２条、第３条、第４条関係） 

１ 知事の附属機関 

名称 担任する事務 委員の構成 委員の定数 委員の任期 

長野県国民保

護協議会 

武力攻撃事態等における

国民の保護のための措置

に関する法律（平成16年

法律第112号）第37条の規

定による国民の保護のた

めの措置に関する重要事

項の審議及び知事に対す

る意見の申述並びに国民

の保護に関する計画の作

成等に係る答申に関する

こと。 

武力攻撃事態等に

おける国民の保護

のための措置に関

する法律第38条第

４項に掲げる者 

武力攻撃事態等に

おける国民の保護

のための措置に関

する法律第38条第

４項第５号から第

８号までに掲げる

者をもって充てる

委員の定数は40人

以内とする。 

武力攻撃事態等に

おける国民の保護

のための措置に関

する法律第38条第

５項に規定する年

数 

長野県総合計

画審議会 

県の発展に関する将来構

想及びこれに即する計画

に関する重要事項の調査

審議、国土利用計画法第

38条に規定する事項に係

る調査審議、国土調査法

（昭和26年法律第180号）

学識経験者 15人以内 ２年 
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第15条に規定する事項に

係る調査審議並びに土地

収用法（昭和26年法律第

219号）第34条の７に規定

する事項に係る調査審議

に関すること。 

長野県土地利

用審査会 

国土利用計画法第39条の

規定による規制区域の指

定、解除等についての確

認、土地に関する権利の

移転等の許可についての

審査請求に対する裁決等

に関すること。 

国土利用計画法第

39条第４項に規定

する者 

国土利用計画法第

39条第３項に規定

する数以上 

２年 

長野県固定資

産評価審議会 

地方税法（昭和25年法律

第226号）第401条の２の

規定による固定資産評価

基準の細目及び同法第

419条第１項の勧告その

他固定資産の評価に関す

る事項で知事がその意見

を求めたものについての

調査審議に関すること。 

地方税法第401条

の２第４項に規定

する者 

12人以内 ３年 

長野県行政機

構審議会 

行政機構の合理化に関す

る重要事項の調査審議に

関すること。 

学識経験者 15人以内 １年 

長野県特別職

報酬等審議会 

県議会議員の議員報酬の

額並びに知事及び副知事

の給料の額及び退職手当

の支給基準の審議に関す

ること。 

学識経験者及び県

民 

10人以内 諮問に係る審議が

終了するまでの期

間 

長野県人権政

策審議会 

人権政策に関する重要事

項の調査審議及び知事に

対する意見の申述に関す

ること。 

学識経験者 10人以内 ２年 

長野県青少年

問題協議会 

地方青少年問題協議会法

（昭和28年法律第83号）

第２条の規定による青少

年の指導、育成、保護及

び矯正に関する総合的施

策の樹立につき必要な重

要事項の調査審議、当該

総合的施策の適切な実施

を期するために必要な関

係行政機関相互の連絡調

整等に関すること。 

学識経験者 15人以内 ２年 

長野県発達障

がい者支援対

策協議会 

発達障害者支援法（平成

16年法律第167号）第19

条の２第１項に規定する

発達障害者の支援の体制

発達障害者支援法

第19条の２第１項

に規定する者 

17人以内 ３年 
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の整備に関する事項の調

査審議に関すること。 

長野県幼保連

携型認定こど

も園審議会 

就学前の子どもに関する

教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律

（平成18年法律第77号）

第25条の規定による同法

第17条第３項、第21条第

２項及び第22条第２項の

規定によりその権限に属

させられた事項の調査審

議に関すること。 

学識経験者、子ど

もの保護者、子ど

もの教育又は保育

に関する事業に従

事する者及び市町

村の職員 

９人以内 ２年 

公立大学法人

長野県立大学

評価委員会 

地方独立行政法人法（平

成15年法律第118号）第11

条第２項の規定による意

見の申述、公立大学法人

長野県立大学の業務の実

績の評価その他の同法の

規定によりその権限に属

させられた事項の処理に

関すること。 

学識経験者 ５人以内 ２年 

地方独立行政

法人長野県立

病院機構評価

委員会 

地方独立行政法人法第11

条第２項の規定による意

見の申述並びに地方独立

行政法人長野県立病院機

構の中期計画の認可及び

業務の実績の評価に係る

意見の申述その他知事が

必要と認める事項の処理

に関すること。 

学識経験者 ７人以内 ２年 

長野県地域医

療対策協議会 

医療法（昭和23年法律第

205号）第30条の23第１項

に規定する医師の確保及

び地域医療の充実に関す

る事項の調査審議に関す

ること。 

医療法第30条の23

第１項に規定する

者 

21人以内 ２年 

感染症診査協

議会 

感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関

する法律（平成10年法律

第114号）第24条の規定に

よる感染症患者の就業制

限の通知、入院の勧告、

入院の期間の延長及び医

療費の負担に関する必要

な事項の審議並びに知事

の報告に関する意見の陳

述に関すること。 

感染症の予防及び

感染症の患者に対

する医療に関する

法律第24条第５項

に規定する者 

９人以内 ２年 

長野県地方精

神保健福祉審

精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律（昭和

学識経験者、精神

障害者の医療に関

15人以内 ３年 
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議会 25年法律第123号）第９条

の規定による精神保健及

び精神障害者の福祉に関

する事項の調査審議及び

意見の具申に関するこ

と。 

する事業に従事す

る者及び精神障害

者の社会復帰の促

進又はその自立と

社会経済活動への

参加の促進を図る

ための事業に従事

する者 

長野県がん登

録事業推進委

員会 

がん登録等の推進に関す

る法律（平成25年法律第

111号）の規定に基づくが

ん登録に係る事業の推進

及びがん登録情報の利用

又は提供に関する事項の

調査審議に関すること。 

がんに関する学識

経験者、個人情報

の保護に関する学

識経験者、がんに

係る医療を受ける

立場にある者及び

関係行政機関の職

員 

10人以内 ２年 

長野県障がい

者施策推進協

議会 

障害者基本法（昭和45年

法律第84号）第36条の規

定による障害者に関する

施策の総合的かつ計画的

な推進について必要な事

項の調査審議及びその施

策の実施状況の監視並び

にその施策の推進につい

て必要な関係行政機関相

互の連絡調整を要する事

項の調査審議に関するこ

と。 

学識経験者、障害

者、障害者の福祉

に関する事業に従

事する者及び関係

行政機関の職員 

15人以内 ２年 

長野県障害者

介護給付費等

不服審査会 

障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援す

るための法律（平成17年

法律第123号）第98条第１

項の規定により知事が取

り扱わせた審査請求の事

件の審査に関すること。 

障害者の日常生活

及び社会生活を総

合的に支援するた

めの法律第98条第

３項に規定する者 

10人以内。ただし、

障害者の日常生活

及び社会生活を総

合的に支援するた

めの法律施行令

（平成18年政令第

10号）第48条第１

項に規定する合議

体を構成する委員

の定数は５人とす

る。 

障害者の日常生活

及び社会生活を総

合的に支援するた

めの法律第99条第

１項に規定する年

数 

長野県障害児

通所給付費等

不服審査会 

児童福祉法（昭和22年法

律第164号）第56条の５の

５第２項において準用す

る障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援

するための法律第98条第

１項の規定により知事が

取り扱わせた審査請求の

事件の審査に関するこ

と。 

児童福祉法第56条

の５の５第２項に

おいて準用する障

害者の日常生活及

び社会生活を総合

的に支援するため

の法律第98条第３

項に規定する者 

10人以内。ただし、

児童福祉法施行令

（昭和23年政令第

74号）第44条の５

第１項に規定する

合議体を構成する

委員の定数は５人

とする。 

児童福祉法第56条

の５の５第２項に

おいて準用する障

害者の日常生活及

び社会生活を総合

的に支援するため

の法律第99条第１

項に規定する年数 
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長野県自立支

援協議会 

障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援す

るための法律第89条の３

第１項に規定する障害者

等への支援の体制の整備

に関する事項の調査審議

に関すること。 

障害者の日常生活

及び社会生活を総

合的に支援するた

めの法律第89条の

３第１項に規定す

る者 

35人以内 ２年 

長野県生活衛

生適正化審議

会 

生活衛生関係営業の運営

の適正化及び振興に関す

る法律（昭和32年法律第

164号）第58条の規定によ

る同法の施行に関する重

要事項の調査審議及び同

法の施行に関する事項に

ついての関係行政機関に

対する建議に関するこ

と。 

学識経験者、生活

衛生関係営業者の

意見を代表する者

及び利用者又は消

費者の意見を代表

する者 

12人以内。ただし、

生活衛生関係営業

者の意見を代表す

る委員及び利用者

又は消費者の意見

を代表する委員の

数は同数とする。 

２年 

長野県地方薬

事審議会 

医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律（昭

和35年法律第145号）第３

条第１項の規定による薬

事に関する重要事項の調

査審議に関すること。 

学識経験者、薬事

関係者及び利用者

又は消費者 

15人以内 ２年 

長野県中小企

業振興審議会 

中小企業の振興対策に関

する事項その他の中小企

業の振興に関する重要事

項の調査審議に関するこ

と。 

商工業者、金融機

関の代表者及び学

識経験者 

15人以内 ２年 

長野県職業能

力開発審議会 

職業能力開発促進法（昭

和44年法律第64号）第91

条第１項の規定による職

業能力開発計画その他職

業能力の開発に関する重

要事項の調査審議に関す

ること。 

関係労働者を代表

する者、関係事業

主を代表する者、

学識経験者及び関

係行政機関の職員 

15人以内。ただし、

関係労働者を代表

する委員及び関係

事業主を代表する

委員の数は同数と

する。 

２年 

長野県労働問

題審議会 

労使関係、労働福祉、労

働経済、労働教育等に関

する重要事項の調査審議

に関すること。 

労働者を代表する

者、使用者を代表

する者及び学識経

験者 

15人。ただし、労

働者を代表する委

員、使用者を代表

する委員及び学識

経験者である委員

の数は各５人とす

る。 

２年 

長野県観光振

興審議会 

観光の振興計画の策定及

び実施に関する事項の調

査審議に関すること。 

学識経験者 15人以内 ２年 

長野県スポー

ツ推進審議会 

スポーツ基本法（平成23

年法律第78号）第31条の

規定による地方スポーツ

学識経験者 10人以内 ２年 
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推進計画その他のスポー

ツの推進に関する重要事

項の調査審議に関するこ

と。 

長野県公共事

業評価監視委

員会 

公共事業の評価に関する

事項の調査審議に関する

こと。 

学識経験者 15人以内 ２年 

長野県総合評

価技術委員会 

地方自治法施行令（昭和

22年政令第16号）第167

条の10の２第３項に規定

する総合評価一般競争入

札の方法により発注する

建設工事並びに建設工事

に係る測量、調査、設計

及び工事監理の落札者の

決定に関する事項の調査

審議に関すること。 

学識経験者 ６人以内 ２年 

長野県水防協

議会 

水防法（昭和24年法律第

193号）第８条の規定によ

る水防計画その他水防に

関する重要事項の調査審

議及び関係機関に対する

意見の陳述に関するこ

と。 

水防法第８条第４

項に規定する者 

― 関係行政機関の職

員である委員はそ

の職にある期間と

し、その他の委員

は２年とする。 

長野県都市計

画審議会 

都市計画法（昭和43年法

律第100号）第77条の規定

による同法の規定により

その権限に属させられた

事項及び都市計画に関す

る事項の調査審議並びに

都市計画に関する事項に

ついての関係行政機関に

対する建議に関するこ

と。 

学識経験者、市町

村の長を代表する

者、県議会議員、

市町村議会の議長

を代表する者及び

関係行政機関の職

員 

15人以内 ２年 

長野県開発審

査会 

都市計画法第78条の規定

による同法第50条第１項

前段に規定する審査請求

に対する裁決その他同法

の規定によりその権限に

属させられた事項の処理

に関すること。 

都市計画法第78条

第３項に規定する

者 

７人 ２年 

長野県建築審

査会 

建築基準法（昭和25年法

律第201号）第78条の規定

による壁面線の指定等に

対する同意、特定行政庁

等の処分等に対する審査

請求の裁決、同法の施行

に関する重要事項の調査

審議及び同法の施行に関

建築基準法第79条

第２項に規定する

者 

７人 ２年。ただし、そ

の任期が満了した

場合においても、

後任の委員が任命

されるまでその職

務を行う。 
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する事項についての関係

行政機関に対する建議に

関すること。 

長野県住宅審

議会 

住宅に関する重要事項の

調査審議に関すること。 

学識経験者 10人以内 ２年 

長野県政府調

達苦情検討委

員会 

政府調達に関する協定そ

の他の国際約束の対象と

なる調達契約に対する苦

情に関する事項の調査審

議に関すること。 

学識経験者 ６人以内 ３年 

２ 教育委員会の附属機関 

名称 担任する事務 委員の構成 委員の定数 委員の任期 

長野県指導力

不足等教員判

定委員会 

教育公務員特例法（昭和

24年法律第１号）第25条

第１項及び第４項の認定

その他指導が不適切であ

る教員に係る認定に関す

る事項の審議に関するこ

と。 

教育公務員特例法

第25条第５項に規

定する者 

６人以内 ２年 

長野県生涯学

習審議会 

生涯学習の振興のための

施策の推進体制等の整備

に関する法律（平成２年

法律第71号）第10条の規

定による生涯学習に資す

るための施策の総合的な

推進に関する重要事項の

調査審議に関すること。 

学識経験者 15人以内 ２年 

 


